
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

目
次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

３

○

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪
を
定
め
る
政
令(

平
成

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

十
七
年
政
令
第
百
七
十
一
号)

（
第
三
条
関
係
）

４

‥
‥

○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
第
四
条
関
係
）

５
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銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
罪
等
）

（
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
す
る
罪
等
）

第
十
二
条

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
十
二
条

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一
〜
十
五

（
略
）

一
〜
十
五

（
略
）

十
六

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

十
六

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
（
同
条
第
一
項
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る

一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
四
条
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
条
（
同
条
第
一
項
第

。
）
、
第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

六
条
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

十
七
・
十
八

（
略
）

十
七
・
十
八

（
略
）

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

２

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

刑
法
第
九
十
五
条
、
第
九
十
六
条
の
三
、
第
九
十
六
条
の
四
、
第
九
十
六
条
の

一

刑
法
第
九
十
五
条
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第
百
一

五
（
同
法
第
九
十
六
条
の
三
又
は
第
九
十
六
条
の
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

条
、
第
百
二
条
（
同
法
第
九
十
七
条
及
び
第
百
条
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。

第
九
十
六
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
二
項
、
第

）
、
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
の
二
（
同
法
第
百
七
十

百
一
条
、
第
百
二
条
（
同
法
第
九
十
七
条
及
び
第
百
条
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除

七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
百
七
十
九
条

く
。
）
、
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
、
第
百
七
十
八
条
の
二
（
同
法
第
百

（
同
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
又
は
第
百
七
十
八
条
の
二
に
係
る
部
分

七
十
七
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
百
七
十

に
限
る
。
）
、
第
百
九
十
四
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
二
百
二
十
条
若
し
く
は
第

九
条
（
同
法
第
百
七
十
六
条
、
第
百
七
十
七
条
又
は
第
百
七
十
八
条
の
二
に
係
る

二
百
二
十
三
条
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
三
十
三
章
（
同
法
第
二
百
二
十
八
条
の
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部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
九
十
四
条
、
第
百
九
十
五
条
、
第
二
百
二
十
条
若
し
く

二
か
ら
第
二
百
二
十
九
条
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
加
害
目
的
略
取
罪

は
第
二
百
二
十
三
条
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
三
十
三
章
（
同
法
第
二
百
二
十
八

等
、
加
害
目
的
略
取
幇
助
罪
等
、
加
害
目
的
被
略
取
者
引
渡
し
罪
等
及
び
加
害
目

条
の
二
か
ら
第
二
百
二
十
九
条
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
加
害
目
的
略

的
略
取
未
遂
罪
等
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
二
百
三
十
四
条
、
第
二
百
三
十
六
条

取
罪
等
、
加
害
目
的
略
取
幇
助
罪
等
、
加
害
目
的
被
略
取
者
引
渡
し
罪
等
及
び
加

、
第
二
百
三
十
八
条
、
第
二
百
四
十
一
条
前
段
、
第
二
百
四
十
三
条
（
同
法
第
二

害
目
的
略
取
未
遂
罪
等
を
除
く
。
）
又
は
同
法
第
二
百
三
十
四
条
、
第
二
百
三
十

百
三
十
六
条
、
第
二
百
三
十
八
条
又
は
第
二
百
四
十
一
条
前
段
に
係
る
部
分
に
限

六
条
、
第
二
百
三
十
八
条
、
第
二
百
四
十
一
条
前
段
、
第
二
百
四
十
三
条
（
同
法

る
。
）
、
第
二
百
四
十
九
条
若
し
く
は
第
二
百
五
十
条
（
同
法
第
二
百
四
十
九
条

第
二
百
三
十
六
条
、
第
二
百
三
十
八
条
又
は
第
二
百
四
十
一
条
前
段
に
係
る
部
分

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
九
条
若
し
く
は
第
二
百
五
十
条
（
同
法
第
二
百
四
十

九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

二
〜
三
十
二

（
略
）

二
〜
三
十
二

（
略
）

三
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

三
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

（
同
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
二
号
又
は

（
同
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
又
は
第
十
号
に
係
る
部
分
に

第
十
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
条
（
同
項
第
七
号
及
び
第
十
三
号
に

限
る
。
）
、
第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
九
号
に
係
る
部
分
を

係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
第
七
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

除
く
。
）
又
は
第
七
条
（
同
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
係
る
部
分
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪

三
十
四
〜
四
十
三

（
略
）

三
十
四
〜
四
十
三

（
略
）
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○

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

（
法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
）

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
は

第
十
五
条
の
二

法
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
重
大
な
不
正
行
為
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
（
第
一
項
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
（
第
一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
条
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
条
（
第
一
項
第
二
号
に
係
る

第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
条
（

部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

四
〜
八

（
略
）

四
〜
八

（
略
）

九

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七

九

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
七

十
三
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

十
三
条
の
二
第
一
項
の
罪
に
当
た
る
違
法
な
行
為

十

（
略
）

十

（
略
）
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○

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
罪
を
定
め
る
政
令
（
平
成

十
七
年
政
令
第
百
七
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認
等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務

の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は

の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は

、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

九

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号
若
し
く

年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
九
号
若
し
く
は
第
十
号
若
し
く
は
第

は
第
二
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四
条
（
同
法
第
三
条
第
一
項

二
項
（
同
条
第
一
項
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
四
条
（
同
法
第
三

第
十
三
号
又
は
第
十
四
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
の
未
遂
に
係
る
部
分
に

条
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
に
掲
げ
る
罪
に
係
る
同
条
の
罪
の
未
遂
に
係
る
部

限
る
。
）
の
罪

分
に
限
る
。
）
の
罪
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○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規

第
一
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規

制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
政

制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

刑
法
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

三

刑
法
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
百
七
十
五
条
に
規
定
す
る
罪
（

る
罪
（
児
童
に
頒
布
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

児
童
に
頒
布
し
、
若
し
く
は
販
売
し
、
又
は
公
然
と
陳
列
す
る
行
為
に
係
る
も
の

、
同
法
第
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
に
係

に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
女
子

な
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
七
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童

を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
八
条
に
規
定
す
る

で
あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
八
条

か
ん

か
ん
い
ん

罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
児
童
で
あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為

に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は
児
童
で
あ
る
女
子
を
姦

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で

淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る

あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
七
十
九
条
若

罪
（
児
童
で
あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百

し
く
は
第
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
又
は

七
十
九
条
若
し
く
は
第
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ

児
童
で
あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
百
八

な
行
為
又
は
児
童
で
あ
る
女
子
を
姦
淫
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

十
二
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
女
子
を
勧
誘
し
て
姦
淫
さ
せ
る
行
為
に
係

同
法
第
百
八
十
二
条
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
で
あ
る
女
子
を
勧
誘
し
て
姦
淫
さ
せ

る
も
の
に
限
る
。
）

る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行
為
に
係

四

刑
法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行
為
に
係

と
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る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
法
第
百
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す

る
罪
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
と
授
受
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に

る
罪
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
と
授
受
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

限
る
。
）

五
〜
二
十
二

（
略
）

五
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同

）
に
規
定
す
る
罪
（
賭
博
場
を
開
帳
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同

条
（
第
一
項
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
六
条
（
第
一
項
第
二

条
（
第
一
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
六
条
（
第
一
項
第
二

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
す
る

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
を
略
取
し
、
又
は
誘
拐
す
る

行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二
十
四

（
略
）

二
十
四

（
略
）


